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島 本 町 



は じ め に 

 
島本町は、緑濃い天王山と清らかな水無瀬川が織り

なす自然豊かなまち、さまざまな歴史の舞台となった

悠久の文化が香るまちです。また、島本町は大阪府と

京都府の府境に位置し、淀川・木津川・桂川の三川が

合流するなど、古来からの交通の要衝の地であり、交

通利便の優れた住みよいまちとなっています。 

近年、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」

という、障害の有無や年齢、性別にかかわらず多様な

人々が利用しやすいようにまちづくりを進める「ユニバーサルデザイン」の考

え方や、高齢者や障害者の方々をはじめとしてすべての人々が自立して社会参

加ができる｢ノーマライゼーション｣の考え方が広まっており、すべての人が同

じように共に生活を営むことができる社会の実現が求められています｡ 

国においても、平成１８年１２月に「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促

進に関する法律（通称：バリアフリー法）」が施行されました。これをうけて、

鉄道駅、道路、建物などについて、高齢者や障害者をはじめとする皆様方が移

動したり、施設を利用する際に、利便性や安全性が向上するよう「バリアフリ

ー化」整備を、総合的かつ一体的に推進する必要があります。 

そこで、本町では、平成１８、１９年度の２ヵ年をかけて、「いきいき、らく

らく、活動できる次世代の島本づくり」を基本理念として、この基本構想を策

定いたしました｡今後はこの基本構想に基づきに施策を進めてまいりますが、そ

の際には、多くの皆様のご意見・ご提案を頂戴しながら取り組んでまいります

ので、住民の皆様のご理解やご協力をお願い申し上げます｡ 

 
最後に、策定にご尽力賜りました基本構想策定委員の皆様をはじめ、アンケ

ートやワークショップ等にご協力いただきました高齢者・障害者の方々をはじ

め、関係団体や関係事業者の皆様方に心より感謝を申し上げます｡ 

 
平成２０年３月    

島本町長  川 口   裕 
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１．基本理念 

（１）基本理念 

 

   いきいき、らくらく、活動できる、次世代の島本づくり 

 

     

（２）基本的な方向性 

 

私たちの住む島本町は、自然に恵まれ、暮らしやすい環境のまちです。 

 

今後は、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」という 

 

ユニバーサルデザインの考え方に基づき、 

 

だれもが自立した日常生活や社会生活を営むことができる 

 

住みよい環境をつくっていくことで、 

 

いきいきと活動できるまち、らくらくと移動できるまち、 

 

次世代の子どもたちが幸せに生きるまちを目指します。 
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具体的には、以下の方向性をもとに、取り組んでいきます。 
 

○ この基本構想に基づく施策の主な対象者は、高齢者、障害者等の移動制約者

を念頭におきつつ、以下に示す幅広い方々を考えています。 

高齢者、肢体不自由者（車いす利用者、車いす以外）、内部障害者 

視覚障害者、聴覚・言語障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者 

妊産婦、乳幼児連れ、外国人 

その他（一時的なけがや病気、重い荷物、はじめて駅を訪れる場合など） 

（なお、主な対象者とその特性について、詳しくは 67～68 頁参照） 
 

○ 移動や施設の利用は、住民が社会参加を行うための重要な手段です。そこ

で、高齢者や障害者をはじめとした、だれもが、自立した日常生活や社会

生活を営むことができるよう、移動等円滑化（注）を進めます。 
 

（注）移動等円滑化 

    高齢者や障害者等が、移動する、または施設を利用する際に、身体の負担を

軽減し、利便性、安全性を向上させること（「バリアフリー化」ともいう） 

 

○ 移動等円滑化を進めるにあたっては、多様な特性を持つ高齢者、障害者な

どへの理解と配慮に努め、その意見を十分に聴き、反映させていきます。 
 

○ 移動等円滑化を進めるためには、施設のハード面の整備が必要です。 

高齢者、障害者等が、日常生活や社会生活において利用する施設として、 

鉄道駅、駅前広場、道路、都市公園、主要な建物について、以下の視点 

から、整備を行います。 

・ 連続した移動経路を一以上確保し、移動上の利便性、安全性の向上を 

図ります。 

・ 便所など付属する設備を設置する場合は、高齢者や障害者等の利用に

配慮したものとします。 

・ 利用者に対して必要な情報を、適切に提供します。 
 

○ ハード面での整備を、速やかに効果的に実現させるため、一定の地区を定

め、重点的かつ一体的に、移動等円滑化に関する各種の整備を進めます。 
 

○ さらに、移動等円滑化を進めるためには、ハード面の整備だけではなく、

周囲の人々一人ひとりが、高齢者、障害者等に対する理解や協力の心を持

つこと、すなわち「心のバリアフリー」が不可欠です。そのために、広報、

啓発、教育等の取り組みを行います。 
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○ 迷惑駐輪や自転車マナーの改善のため、総合的な自転車対策を行います。 
 

○ 移動等円滑化のさまざまな整備や取り組みを着実に実施するとともに、進

捗確認、実施後の評価を行い、その知見を次の取り組みに活かすことで、

継続的な改善と質の向上を目指します。 

 

 

参考：この基本構想は、「島本町バリアフリー基本構想策定委員会」を設置して、

多くの関係者の参画により策定しました。 

 

 この基本構想の策定にあたっては、「島本町

バリアフリー基本構想策定委員会」を設置し、

学識経験者、住民代表（高齢者代表、障害者

代表、住民団体代表、公募委員他）、道路管理

者、公安委員会、交通事業者など、多くの関

係者の参画により検討を進めました。また、

アンケートやワークショップなどを通じて得

られた、高齢者、障害者、子ども連れなどか

らの幅広い意見をふまえ、策定を行いました。 

 特に自転車対策については、重点課題とし

て、「自転車等駐車対策部会」を委員会の中に設置し、総合的な対策検討に取り

組みました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 委員会の状況 

島本町バリアフリー基本構想策定委員会 

・ 学識経験者 

・ 住民代表（高齢者代表、障害者代表、住民団体代表、公募委員他） 

・ 道路管理者、公安委員会 

・ 交通事業者（ＪＲ西日本、阪急電鉄、阪急バス） 

（事務局：都市環境部産業建設課） 

庁内 

関係部課 

調整・検討 

関係機関 

事業者等 

高齢者や障害者、子ども連れなど 

（アンケート調査、ワークショップ等）

意見聴取 

自転車等駐車対策部会 

（総合的な自転車対策の検討）

図 1.２策定の体制 
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２．基本構想の概要 

（１）目的 

 島本町では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以

下、「バリアフリー法」という）に基づき、鉄道駅を中心とした地区で、駅とま

ちのバリアフリー化を進めることを目的として、「島本町バリアフリー基本構

想」を策定しました。 

 

（２）策定の背景 

 少子・高齢化社会を迎え、高齢者や身体障害者の方々の自立と社会参加がで

きる｢ノーマライゼーション（注１）｣の考え方が高まり、すべての人が同じよう

に共に日常生活と社会生活を営むことができる社会の実現が求められていま

す｡ 

このような社会の実現に向けて、高齢者、身体障害者、そのほか妊婦などの、

公共交通機関を利用した移動の利便性と安全性の向上を促進するため、「交通バ

リアフリー法（正式名称は表 1.1 参照）」が平成 12 年 11 月に施行されました。 

その後、平成１７年７月に国土交通省が、ユニバーサルデザイン（注１）の考

え方に基づき、21 世紀の社会資本整備のあり方をまとめた「ユニバーサルデザ

イン政策大綱」を策定しました。さらに、その考え方をふまえ、旅客施設や車

両等を対象とした「交通バリアフリー法（正式名称は表 1.1）」と、建築物を対

象とした「ハートビル法（正式名称は表 1.1）」が統合・拡充され、平成１８年

１２月にバリアフリー法が施行されました。また、国の移動等円滑化基本方針

が告示されました。 

バリアフリー法では、従来の交通バリアフリー法が対象としていた公共交通

機関の旅客施設や車両、駅前広場、道路、通路、及びハートビル法が対象とし

ていた建築物に加えて、路外駐車場、都市公園についてもバリアフリー化の対

象として位置づけられています。誰もが円滑に移動できるとともに、公共施設

等を利用しやすい環境を整えていくことが求められています。 
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（注１）ノーマライゼーション 

     年齢や障害の有無等にかかわりなく、だれもがそのなかで同じように 

暮らし、活動できる状況が普通（ノーマル）である社会とすること。 

 

バリアフリー 

     障害者が社会生活をしていく上でバリア（障壁）となるものを除去する

という意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の

除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている

社会的、制度的、心理的なすべてのバリア（障壁）の除去という意味で

も用いられる。 

 

    ユニバーサルデザイン 

     あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々

が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。 

 

 

表１.１ 基本構想に関連する法令等の正式名称と施行時期等 

通称 正式名称 施行時期等 

交通バリアフリー法 高齢者、身体障害者等の 

公共交通機関を利用した 

移動の円滑化の促進に関する法律 

平成 12 年 11 月施行 

平成 18 年 12 月廃止 

ハートビル法 高齢者、身体障害者等が円滑に 

利用できる特定建築物の建築の 

促進に関する法律 

平成 6 年 ９月施行 

平成 18 年 12 月廃止 

ユニバーサルデザイン

政策大綱 
ユニバーサルデザイン政策大綱 平成 17 年 7 月策定 

バリアフリー法 高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律 
平成 18 年 12 月施行 

移動等円滑化基本方針 移動等円滑化の促進に関する基本

方針 
平成 18 年 12 月告示 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通バリアフリー法（Ｈ12）

ハートビル法（Ｈ6）

ユニバーサルデザイン政策大綱（Ｈ17） 

バリアフリー法（Ｈ18） 

移動等円滑化基本方針（Ｈ18） 
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（３）位置づけ 

この基本構想は、バリアフリー法に基づき策定しています。 

また、島本町のまちづくりの基本的な方針である「第３次島本町総合計画」

や「島本町都市計画マスタープラン」など上位及び関連計画との整合性を図っ

ています。 

 

表１.2 島本町の上位及び関連計画 

名称 主な内容 

第３次島本町総合計画 

（平成 15 年 3 月） 

島本町のまちづくりの基本的な方針を示す上位計画。 

まちの将来像を「自然と調和した個性と活力のある人間尊

重のまち」、まちづくりの合言葉を「いきいき・ふれあい・

やさしい島本」と定め、行政と住民が互いに力をあわせて、

住んでいることを誇りに思える魅力あるまちを創造してい

くための計画をまとめています。 

その中には、「すべての人にやさしいまちづくり」として、

交通バリアフリー化の推進や福祉のまちづくりの推進が位

置づけられています。 

島本町都市計画 

マスタープラン 

（平成 11 年 5 月） 

まちづくりの目標のひとつとして、「障害者・高齢者の生き

がいのもてるまちづくり、誰もがいきいきとしたまちづく

り」を掲げ、人にやさしい生活環境の形成、地域交流機能

の向上をあげています。 

島本町地域福祉計画 

（平成 16 年 3 月） 

 

 

保健、医療、福祉などの分野別計画について、地域を基盤

に総合化し、推進するための計画。 

基本目標のひとつとして「ともに創りあげるまちづくり」

を掲げ、ユニバーサルデザインの視点に立った生活環境の

整備、交通バリアフリーの推進をあげています。 

島本町障害者計画及び 

障害福祉計画 

（平成 19 年 3 月） 

障害者の自立と社会参加のため、生活環境の整備が必要だ

と位置づけ、福祉のまちづくりの推進、住環境の整備に関

する施策をあげています。 

 

（４）目標年次 

 この基本構想の整備目標年次は、平成 22（２０１０）年度を基本としますが、

一部、中長期の施策についても記載しています。 
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３．島本町の概況 

（１）位置および地勢 

大阪府の北東部にあり、木津川・宇治

川・桂川が合流する淀川右岸に位置し、

全体の約 7 割を山岳丘陵地が占め、丹波

山地先端の天王山南側の平坦地に市街地

を構成しています。 

 東は淀川を隔て、枚方市、京都府八幡

市と相対し、南および西は高槻市、北は

京都市および京都府長岡京市、大山崎町

に隣接。平坦地には、国道 171 号、東

海道新幹線、阪急京都線、JR 東海道本

線、名神高速道路の主要幹線が通ってい

ます。 

 また、大阪・京都の中間で交通の便も

よく、豊かな緑や水という良好な生活環

境から、ベッドタウンとして発展を遂げ

ています。 

     図３.1 島本町の位置 

 

（２）人口、高齢者数、障害者数 

島本町の平成１９年の人口は、29,315 人となっています。昭和６０年以降、

ほぼ横ばいで推移しています。６５歳以上の高齢化率は、平成１９年は 18.4％

で、全国平均（平成 17 年国勢調査）の 19.5％よりは若干少ないですが、年々

増加しています。 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害福祉手帳の交付数にもとづくと、島本

町の障害者の延べ人数は 1,16９人となっています。肢体障害がもっとも多く、

44.1％を占め、ついで、内部障害の 22.8％となっています。 

 

 

 



 8

25.9 21.7 18.6 16.4 14.8 14.2

67.8
69.9

70.5
69.7

67.4

6.2 8.1 10.8 13.3 16.9 18.4

68.0

0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.0

0%

25%

50%

75%

100%

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成19年

不詳

65歳以上

15～64歳

15歳未満

人口
（人）

構成比
（％）

人口
（人）

構成比
（％）

人口
（人）

構成比
（％）

人口
（人）

構成比
（％）

人口
（人）

構成比
（％）

人口
（人）

構成比
（％）

65歳以上 1,830 6.2 2,432 8.1 3,281 10.8 4,021 13.3 4,920 16.9 5,390 18.4

15～64歳 20,039 67.8 20,944 69.9 21,378 70.5 20,996 69.7 19,760 68.0 19,755 67.4
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不詳 20 0.1 95 0.3 31 0.1 177 0.6 58 0.2 0 0.0

総数 29,549 100.0 29,971 100.0 30,339 100.0 30,125 100.0 29,052 100.0 29,315 100.0

平成17年平成7年 平成19年

年齢区分

昭和60年 平成2年 平成12年

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.2  島本町の人口と高齢化率 

 

手帳交付数 516 267 168 90 63 52 13 1,169

構成比(%) 44.1 22.8 14.4 7.7 5.4 4.5 1.1 100.0

合計
精神
障害

視覚
障害

聴覚
障害

言語
障害

障害者別
人口

肢体
障害

内部
障害

知的
障害

 
（平成 19 年３月、島本町統計書） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
図 3.3  島本町の障害者数 

（平成 17 年まで国勢調査、平成 19 年は島本町統計書）

言語障害,
1.1%

肢体障害,
44.1%

聴覚障害,
4.5%

視覚障害,
5.4%

精神障害,
7.7%

知的障害,
14.4%

内部障害,
22.8%
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（３）公共交通機関等 

＜鉄道＞ 

鉄道は、JR 東海道新幹線、JR 東海道本線、阪急京都線が通っています。島

本町域には、阪急水無瀬駅と平成 20 年３月開業のＪＲ島本駅の２駅がありま

す。隣接市町との行政界近くにもＪＲや阪急の駅があります。 

 

表 3.1 鉄道駅の利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 駅名 1 日あたり利用者数

（乗降） 
備考 

阪急水無瀬駅 １７,５７６人 平成 18 年、阪急電鉄 島本町域 

ＪＲ島本駅 １３,０００人 数字は推計、島本町 

ＪＲ山崎駅 １３,８５６人 平成 18 年、ＪＲ西日本 大山崎町域 

阪急大山崎駅 ７,０３７人 平成 18 年、阪急電鉄 

参 

考 

高槻市域 阪急上牧駅 １３,１５５人 平成 18 年、阪急電鉄 

図 3.4 島本町と周辺地域の鉄道駅 
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＜バス＞ 

バスは、阪急バスが阪急水無瀬駅と若山台を連絡するルートと、国道 171

号を走るルートの 2 系統で運行され、若山台地域では住民の主要な交通機関と

して活用されています。 

 

＜ふれあいセンター巡回バス＞ 

 高齢者を対象に、ふれあいセンターへ行くための無料バスが運行されていま

す。 

 

＜スペシャル・トランスポート・サービス（注）＞ 

 町内に介護タクシーの免許を持つ事業所があります。 

 

 

（注）スペシャル・トランスポート・サービス 

要介護者等であって単独では公共交通機関を利用することが困難な移動 

制約者を対象に、必要な介護などと連続して、又は一体として行われる 

個別的な輸送サービス。「ＳＴサービス」ともいう。 
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４．住民からの意見 

（１）調査概要 

高齢者、障害者、子ども連れなど、移動困難を感じている人々をはじめとし

た住民を対象に、バリアフリー現地点検とワークショップ（表 4.1）、アンケー

ト調査（表 4.2）により、意見収集を行いました。 

 

表４.1 バリアフリー現地点検とワークショップの開催概要 

参加者 ６５名 

（高齢者、障害者、子ども連れなど住民４１名＋行政・事業者等２４人）

開催日時 平成 1８年 10 月 28 日（土）13～17 時 

場所 集合はメゾン水無瀬集会所、現地点検後はふれあいセンター 

内 容 ３グループに分かれて、水無瀬駅からふれあいセンターにかけての地区

を現地点検。その結果をもとに、駅・道路・まちなどについて、問題・

課題を整理し、意見交換を行った。 

現地点検の様子（駅・道路・まちなどを、みんなで歩いて、点検した） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップの様子（問題・課題を整理し、発表、意見交換を行った） 
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表 4.2 アンケート調査の調査概要 

 

 

 

対象者 島本町に住む、高齢者、障害者、子ども連れなど 

期 間 平成 18 年 11 月～19 年 3 月 

高齢者 高齢者団体より配布、郵送回収 

障害者 障害者団体より配布、町の福祉事業の場で配布 

郵送回収またはその場で回収 

子ども連れ等 検診時、保育所等で配布 

郵送回収またはその場で回収 

調査方法 

高齢者・障害者 

等含む住民 

上記の現地点検参加者に配布、その場で回答 

有効回答数 

 

539  （内訳）高齢者 30４、障害者 113、子ども連れ 29 

一般 52、属性不明 41 

（障害者のうち、上肢 20、下肢 45、視覚 16、聴覚 13 

    言語 7、内部 11、知的 34、精神 6）＊重複あり 

＊属性については以下の定義にて再整理を行った 

  高齢者：65 歳以上で手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

福祉手帳）を持っていない人 

  障害者：手帳を持っている人 

  子ども連れ：検診時等に回答した人 

  一般：64 歳以下で手帳を持っていない人 
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＜アンケート回答者属性＞ 

 

 アンケート回答者の属性としては、性別では少し女性が多く、年齢では 65

歳以上が 67％となっています。また、町内のさまざまな地域から広く回答され

ています。職業では無職がほぼ半分となっています。 

 

 

 

性別 

  回答数 割合 

1 男性 20９ 38.８%

2 女性 27９ 51.8%

3 無回答 51 9.5%

 計 53９ 100.0%

 

 

年齢 

 

 

 

図４.1 アンケート回答者属性（１） 

 

  回答数 割合 

1 19 歳以下 32 5.9%

2 20 代 15 2.8%

3 30 代 38 7.1%

4 40 代 8 1.5%

5 50 代 14 2.6%

6 60～64 歳 26 4.8%

7 65～69 歳 66 12.2%

8 70～74 歳 106 19.7%

9 75～79 歳 104 19.3%

10 80 歳以上 87 16.1%

11 無回答 43 8.0%

 計 539 100.0%

無回答
8.0%

65～69歳
12.2%

70～74歳
19.7%

75～79歳
19.3%

80歳以上
16.1%

50代
2.6%

30代
7.1%

19歳以下
5.9% 20代

2.8%

40代
1.5%

60～64歳
4.8%

無回答
9.5%

男性
38.8%

女性
51.8%
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住所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４.２ アンケート回答者属性（２） 

  回答数 割合 

1 青葉１～３丁目 83 15.4% 

2 江川１～２丁目 57 10.6% 

3 桜井１～５丁目・桜井台・大字桜井 44 8.2% 

4 高浜１～３丁目・大字高浜 13 2.4% 

5 東大寺１～４丁目・大字東大寺 42 7.8% 

6 百山 4 0.7% 

7 広瀬１～５丁目・大字広瀬 60 11.1% 

8 水無瀬１～２丁目 60 11.1% 

9 山崎１～５丁目・大字山崎 83 15.4% 

10 若山台１～２丁目 32 5.9% 

11 大字大沢・大字尺代 5 0.9% 

12 その他 9 1.7% 

13 無回答 47 8.7% 

 計 539 100.0% 

その他
1.7%

東大寺１～４丁目
大字東大寺

7.8%

桜井１～５丁目
  桜井台・大字桜井

8.2%

青葉１～３丁目
15.4%

江川１～２丁目
10.6%

高浜１～３丁目
大字高浜

2.4%

百山
0.7%

水無瀬１～２丁目
11.1%

山崎１～５丁目
大字山崎
15.4%

若山台１～２丁目
5.9%

広瀬１～５丁目
大字広瀬
11.1%

大字大沢
大字尺代

0.9%

無回答
8.7%
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  職業 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４.３ アンケート回答者属性（３） 

 

  回答数 割合 

1 会社員 12 2.2% 

2 自営業（農林漁業） 1 0.2% 

3 自営業（そのほか） 8 1.5% 

4 公務員 4 0.7% 

5 パート・アルバイト 9 1.7% 

6 学生 34 6.3% 

7 主婦 151 28.0% 

8 無職 264 49.0% 

9 その他 11 2.0% 

10 無回答 45 8.3% 

 計 539 100.0% 

パート・アルバイト
1.7%

自営業（そのほか）
1.5%

会社員
2.2%

自営業（農林漁業）
0.2%

公務員
0.7%

学生
6.3%

無職
49.0%

その他
2.0%

無回答
8.3%

主婦
28.0%
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（２）外出状況 

 鉄道駅では、阪急水無瀬駅が主に利用されていますが、隣接する市町にある

阪急上牧駅や JR 山崎駅も利用されています。 

 交通手段の利用状況としては、鉄道駅が特に多くなっています。自転車も高

齢者の半分が利用するなど多く利用されています。 

 
 
 

＜おもに利用する鉄道駅＞ 

  回答数 割合 

1 阪急水無瀬駅 303 56.2%

2 阪急上牧駅 69 12.8%

3 ＪＲ山崎駅 66 12.2%

4 阪急大山崎駅 8 1.5%

5 全く使わない 28 5.2%

6 複数回答 48 8.9%

7 無回答 17 3.2%

 計 539 100.0%

 

＜交通手段の利用状況＞ 

数字はそれぞれの交通手段を月に数回以上利用する人の割合 

 高齢者 障害者 子ども連れ等 一般 

鉄道駅（自分がよく利用する駅） 91.8％ 93.9％ 96.6％ 96.1％

阪急バス 8.8％ 16.0％ 10.3％ 7.7％

ふれあいセンター巡回バス 20.1％ 10.6％ 0.0％ 1.9％

自転車 53.3％ 32.7％ 34.4％ 51.9％

福祉タクシー・送迎サービス 3.2％ 7.1％ 0.0％ 1.9％

 

 

 

図４.4 外出状況（１）

全く使わない
5.2%

ＪＲ山崎駅
12.2%

阪急水無瀬駅
56.2%

阪急上牧駅
12.8%

阪急大山崎駅
1.5%

複数回答
8.9%

無回答
3.2%
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＜よく利用する施設＞ 

  回答数 割合（＊）

1 島本町ふれあいセンター 334 62.0%

２ ダイエーグルメシティ・スーパー大国屋 311 57.7%

３ 水無瀬郵便局 198 36.7%

４ コープ島本（大阪北生協） 190 35.3%

５ スーパー万代 180 33.4%

６ 島本町役場 173 32.1%

７ 水無瀬川緑地公園 133 24.7%

８ 水無瀬病院 112 20.8%

９ その他 99 18.5%

10 水無瀬神宮 70 13.0%

11 町立体育館 38 7.1%

12 東大寺公園 35 6.5%

13 やまぶき園（障害者授産施設） 34 6.3%

14 町立人権文化センター 30 5.6%

15 淀川河川公園 29 5.4%

  ＊複数回答のため、総数 539 に対する割合 

 

 

図４.5 外出状況（２） 
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（３）バリアフリー化への意見 

＜今後の改善方策についての意見＞ 

 現地点検の後、駅周辺の問題・課題、改善アイデアについて議論してもらっ

たところ、以下のようなさまざまな意見が出されました。さらに、アンケート

でも多くの意見が寄せられました。 

 

表４.3 駅およびその周辺への主な意見 

 ワークショップでの意見 アンケートからの意見 

阪急水無瀬駅 ・エレベーターやエスカレーター

を設置してほしい 

・多目的トイレを設置してほしい

（同左） 

ＪＲ島本駅 ――― ・充実したバリアフリー化を期待

ＪＲ山崎駅 ――― ・エレベーターやエスカレーター

を設置してほしい 

・北側にも改札がほしい 

・駅前広場を整備してほしい。 

 

表４.4 道路と交差点・信号への主な意見 

 ワークショップでの意見 アンケートからの意見 

道路 ・舗装がガタガタして通りにくい

・歩道が狭い 

・歩道と車道のすりつけ部の段差

が大きい 

・歩道の傾斜で車いすが傾く 

・誘導ブロックを設置してほしい

・歩道が不連続で途切れている 

・溝蓋の穴が大きい 

・歩道内の電柱が邪魔 

・植木が伸びて危ない 

・店舗の陳列を控えてほしい 

・街灯を増やしてほしい 

・ベンチ等休むところが少ない 

・西国街道の拡幅は無理かもしれ

ないが、通行する自動車のスピ

ードを落とすような対策がとれ

ないか。 

跨線橋 ・急勾配で車いすにはきつい 

・エレベーターを設置してほしい

 

交差点・信号 ・音響信号を設置してほしい  
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表４.5 その他の主な意見 

 ワークショップでの意見 アンケートからの意見 

バス ・車いすで利用できるノンステッ

プバスを運行してほしい 

・町のバスを障害者も利用できる

ようにしてほしい 

建物 ・公共施設や個人住宅の改善も必

要である。 

・公共施設の入り口の段差が多い

自転車 ・駅構内に自転車が駐輪していた ・自転車のマナーが悪い 

全体 ・意見を危険度や緊急度、予算等

に応じて分類してはどうか。 

・まち全体の点検を定期的に行っ

てはどうか。 

 

 

表４.6 今後の改善点 

    回答数 割合 

1  道路・歩道・自転車道の整備や改修 341 63.3%

2  迷惑駐輪・駐車のとりしまり強化 312 57.9%

３ 自転車利用者のマナー向上にむけての啓発活動 289 53.6%

４ 一般のひとたちの理解の促進 223 41.4%

５ ベンチなど休憩場所の設置 218 40.4%

６ 小中学校や高校での安全指導 195 36.2%

７ 
店舗など建物内部の改修や 

エレベーター、エスカレーターの設置 
176 32.7%

8 
バリアフリー化されたルートや建物について 

案内情報の提供 
174 32.3%

９  店舗の看板や商品のはみだし規制 161 29.9%

10 歩行者のマナー向上にむけての啓発活動 160 29.7%

11  横断歩道や歩行者用信号の設置 146 27.1%

12  駐輪場の増設 138 25.6%

13  鉄道駅、バス乗場で提供する案内情報の改善 133 24.7%

14 鉄道、バスなど公共交通機関の職員による支援の充実 126 23.4%

15 
ボランティア・住民団体・ＮＰＯなどによる 

支援の充実 
123 22.8%

＊複数回答のため、総数 539 に対する割合 
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＜まとめ＞ 

 これらの意見をふまえ、次のような整備や対策を行うことが望まれています。 

 

 

○ 鉄道駅 

  エレベーターの設置、多目的トイレの設置など 

 

○ バス 

    ノンステップバスの運行など 

 

○ 道路 

   歩道の有効幅員の確保、舗装面の改善、勾配や段差の解消 

   視覚障害者誘導用ブロックの設置など 

 

○ 交差点 

音響信号の設置など 

 

○ 建物 

公共施設等の改善など 

 

○ 自転車対策 

   迷惑駐輪のとりしまり強化、 

自転車利用者のマナー向上に向けての啓発活動など 

 

○ 広報・啓発 

一般の人たちの理解の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

５．重点整備地区と生活関連経路 

（１）設定の考え方 

 鉄道駅、道路、公共公益施設などのバリアフリー化を、重点的かつ一体的に

推進するため、重点整備地区を設定します。重点整備地区の設定にあたっては、

国の移動等円滑化基本方針に従い、以下に示す要件（注１）や生活関連施設（注

２）の配置状況に基づき、地区の現況や住民意見をふまえ、設定します。 

 

（注１）重点整備地区の要件 （詳細は参考資料ｐ.63） 

要件①：生活関連施設の配置と利用状況 

鉄道駅、官公庁施設、福祉施設など、高齢者、障害者などがよく利用する生

活関連施設（注２）が原則としておおむね３以上集積し、その間の移動が通常

徒歩で行われること 

要件②：事業実施の必要性 

鉄道駅、生活関連施設、その間を相互に連絡する経路について、移動等円滑

化のための事業が特に必要であること 

要件③：都市機能増進の効果 

 都市全体の機能の増進を図るうえで、移動等円滑化のための事業を重点的か

つ一体的に実施することが、有効かつ適切であること 

 

（注２）生活関連施設 

重点整備地区内の対象とする生活関連施設は、相当数の高齢者、障害者など

が利用する広域的な施設で、当該施設間の移動が通常徒歩で行われる施設と

なります。具体的にどの施設を含めるかは、地域の実情や住民意見、特別特

定建築物（注３）の状況をふまえて選定します。 

 

（注３）特別特定建築物 

不特定多数の高齢者、障害者などが利用する建築物で、移動等円滑化が特に

必要なものとして政令で定めるものです。 

 対象となる建物の例：病院、集会場、官公庁、老人福祉センター、図書館、 

           郵便局、公衆便所など （詳細は参考資料p.64～66） 

特別特定建築物では、２,０００㎡以上の新・改築等を行う場合、建築物移動

等円滑化基準（注４）への適合が義務付けられます。商業施設は、大阪府福祉

のまちづくり条例（注５）により２００㎡以上で義務付けられます。既存施設

の場合は、努力義務となっています。 
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 （注４）建築物移動等円滑化基準 

      正式名称は「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするため

に誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める

省令」平成１８年１２月 

 

（注５）大阪府福祉のまちづくり条例 

     平成５年施行、平成１５年４月改正施行 

 

 

重点整備地区内の生活関連施設の設定にあたっては、以下を基本とします。 

 

旅客施設 

・ 特定旅客施設の要件（１日当たりの平均的な利用者の人数が５,０００人

以上など）を満たす旅客施設を設定します。 

・ 本町では、阪急水無瀬駅、ＪＲ島本駅の２駅が該当します。 

 

建築物 

・ 特別特定建築物に該当する建築物のうち、官公庁施設、福祉施設などの

公共建築物を設定します。 

・ 民間建築物については、特別特定建築物で床面積の合計が２,０００㎡以

上のもの、特に住民の利用の多い施設を基本とし、必要に応じて設定し

ます。 

 

路外駐車場 （注６） 

・ 本町では該当する路外駐車場はありません。  

  

都市公園 

・ 主要な都市公園として、水無瀬川緑地公園（３１,０００㎡）を設定しま

す。 

 

 

（注６）路外駐車場 

不特定多数の方が自由に利用される自動車駐車場で、 

駐車区画の合計面積が５００㎡以上で料金を徴収する駐車場 
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生活関連経路の設定にあたっては、以下を基本とします。 

 

生活関連経路 

生活関連施設を結ぶ主要な経路を「生活関連経路」と位置づけ、重点的かつ

速やかに、移動円滑化基準にそったバリアフリー化を進めます。 

 生活関連経路（短期）  平成 22（2010）年度を目標に実施 

 生活関連経路（中長期） 平成 23（2011）年度以降の中長期を目標に実施 

 

準生活関連経路   平成 23（2011）年度以降の中長期を目標に実施 

地区内の主要な動線で整備の必要性が高いが、法や基準の全てを満たす整備

計画が困難または現段階では確定できない経路を、「準生活関連経路」と位置

づけ、バリアフリー化や安全対策を行います。なお、具体的な整備計画を策

定する中で生活関連経路としての整備が可能となった場合は、積極的に、生

活関連経路への格上げを図ります。 

（２）水無瀬地区の重点整備地区と生活関連経路 

阪急水無瀬駅とＪＲ島本駅の周辺地区（以下「水無瀬地区」という）は、 

表５.１に示すとおり、優先的にバリアフリー化を図るべき「重点整備地区」の

要件に該当します。 
 

表５.１ 検討対象地区の選定要件（水無瀬地区） 

地区の要件 水無瀬地区の状況 

鉄道駅、町役場、図書館、ホール、病院、郵便局、商業

施設など 

生活関連施設 

の配置と利用状況 

⇒高齢者や身体障害者等が、日常生活で利用すると認め

られる生活関連施設が、徒歩圏内におおむね 3 つ以上集

積しています。 

参考：旅客施設 阪急水無瀬駅 

１７,５７６人（H18） 

ＪＲ島本駅 

１３,０００人（推計） 

阪急水無瀬駅にはエレベーターがなく、上下移動の円滑

化が求められます。 

駅周辺道路は、歩道が狭いなどの問題があります。 

事業実施の必要性 

⇒駅、周辺道路などのバリアフリー化が必要です。 

島本町の中心核として住民を含め多くの人々が訪れる地

区です。 
都市機能増進の効果 

⇒都市機能の増進を図るうえで、移動円滑化事業の実施

可能性が高く、実施効果が高いと考えられます。 
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そこで、鉄道駅を中心に、生活関連施設と生活関連経路等の位置をふまえて、

重点整備地区の設定を行いました。（表 5.2、表 5.3、図５.1 参照） 
 

表 5.２ 水無瀬地区の生活関連施設 

旅客施設 阪急水無瀬駅、ＪＲ島本駅 

官公庁施設 島本町役場 

島本町ふれあいセンター（町立図書館、ケリヤホール） 

島本町立体育館、島本町立歴史文化資料館 

福祉施設 水無瀬病院 

その他の施設 コープ島本（大阪北生協）、グルメシティ水無瀬店 

島本水無瀬郵便局 
 

＊駅からの徒歩利用が少ない施設 ⇒ 対象外としました 
地域住民の利用が主な施設 小学校、保育園、幼稚園、公民館、児童公園 
送迎バス等利用が中心の施設 グループホームみなせⅠ号館 

グループホームみなせⅡ号館、万葉館 
 

表 5.3 水無瀬地区の生活関連経路等 

  路線名等 

Ａ１ 東大寺水無瀬鶴ヶ池幹線（島本町役場前） 

Ａ２ 水無瀬鶴ヶ池 1 号線（関西電力テニスコート横） 

Ａ３ 百山３号線（島本町立体育館前） 

Ａ５ 桜井 50 号線（ＪＲ線路沿い） 

Ｂ１ 桜井５１号線（ＪＲ島本駅 自由通路） 

Ｂ２ 桜井交通広場線（ＪＲ島本駅 駅前広場） 

Ｂ３ 府道桜井駅跡線（ＪＲ島本駅～コープ島本前） 

Ｂ４ 府道桜井駅跡線（コープ島本前～国道 171 号） 

生活関連経路 

（短期） 

Ｂ５ 水無瀬山側広場線（阪急水無瀬駅 駅前広場） 

Ａ４ 桜井８号線（桜井村踏切付近） 

C 桜井７号線（鶴ヶ池～ふれあいセンター） 

生活関連経路 

（中長期） 

D 水無瀬モール 

Ｅ 広瀬桜井幹線（島本町役場～ふれあいセンター） 

Ｆ１ 水無瀬山崎幹線（京都銀行前～五差路交差点） 

Ｆ２ 水無瀬山崎幹線（五差路交差点～大藪浄水場付近）

Ｆ３ 広瀬 38 号線、広瀬 34 号線、広瀬 12 号線 

（大藪浄水場付近～水無瀬神宮） 

Ｇ１ 高浜 1 号線（島本水無瀬郵便局～水無瀬病院横） 

準生活関連経路 

Ｇ２ 高浜２号線（水無瀬病院前） 
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図５.1 水無瀬地区の重点整備地区と生活関連経路等（別ファイル参照） 
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（３）山崎地区の重点整備地区と生活関連経路 

ＪＲ山崎駅と阪急大山崎駅の周辺地区（以下「山崎地区」という）は、島本

町域と大山崎町域を一体として考える（注７）と、表５.４に示すとおり、優先

的にバリアフリー化を図るべき「重点整備地区（大山崎町重点整備地区）」の要

件に該当します。 

 

表５.４ 検討対象地区の選定要件（山崎地区） 

地区の要件 山崎地区の状況 

鉄道駅、町営緑地公園住宅集会所など 生活関連施設 

の配置と利用状況 ⇒高齢者や身体障害者等が、日常生活で利用すると認め

られる生活関連施設で、徒歩での利用が想定されるのは、

島本町域では１つです。 

（＊大山崎町域を含めると３以上となります。） 

参考：特定旅客施設 ＪＲ山崎駅 

（＊大山崎町域） 

１３,８５６人（H18） 

阪急大山崎駅 

（＊大山崎町域） 

７,０３７人（H18） 

ＪＲ山崎駅、阪急大山崎駅にはエレベーターがなく、上

下移動の円滑化が求められます。駅周辺道路は歩道がな

い、歩道が狭いなどの問題があります。 

事業実施の必要性 

⇒周辺道路のバリアフリー化が必要です。 

（＊大山崎町域にある駅のバリアフリー化が必要です。）

水無瀬川緑地公園や町営緑地公園住宅集会所を中心に、

今後、高齢者等含む住民が交流する機会を提供すること

が求められています。 

都市機能増進の効果 

⇒都市機能の増進を図るうえで、移動円滑化事業の実施

が必要であり、効果があると考えられます。 

 

（注７）島本町域と大山崎町域を一体として考える ～山崎地区の設定の経緯～ 

 山崎地区は、島本町と大山崎町の町境（大阪府と京都府の府境）をまたぐ形

でひろがっています。島本町域だけでは、移動円滑化等基本方針に示された重

点整備地区の選定要件を満たすことは困難であったため、平成 19 年 8 月に大

山崎町で設立された「大山崎町バリアフリー協議会」に連携を働きかけ、協力

いただきました。それぞれの町域について並行して検討・調整を行い、結果を

ひとつにまとめ、「大山崎町重点整備地区」として地区設定を行いました。
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表 5.５ 山崎地区の生活関連施設 

旅客施設 ＪＲ山崎駅（※） 

阪急大山崎駅（※） 

官公庁施設 町営緑地公園住宅集会所（水無瀬川緑地公園） 

大山崎町役場（※） 

大山崎町立中央公民館（※） 

大山崎町保健センター（※） 

大山崎町立老人福祉センター長寿苑（※） 

                                 ※は大山崎町域 
＊駅からの徒歩利用が少ない施設 ⇒ 対象外としました 

地域住民の利用が主な施設 小学校、保育園、幼稚園、公民館、児童公園 
送迎バス等利用が中心の施設 特別養護老人ホーム弥栄の郷 

 
 

表 5.６ 山崎地区の生活関連経路等（島本町域） 

  路線名等 

Ｈ１ 町営緑地公園住宅敷地内通路 

Ｈ２ 山崎 2 号幹線（水無瀬川緑地公園入口付近） 

Ｈ３ 山崎８号線（西谷踏切南側～ナルックス） 

準生活関連経路 

Ｈ４ 府道西京高槻線（旧西国街道） 
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図５.２ 山崎地区の重点整備地区と生活関連経路等（別ファイル参照） 

 
 
 
 
 

 

 




